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天空の寺院ポパ山

※ ２０２４年 ※2025年

【１１月】 【１２月】 【1月】

・青 森 県：１法人２施設 ４名 ・北海道 ：１法人１施設 ４名 ・千 葉 県：１法人１施設 １名

・埼 玉 県：１法人１施設 ２名 ・茨 城 県：１法人１施設 ２名 ・東 京 都：１法人１施設 ２名

・東 京 都：１法人２施設 ６名 ・三 重 県:１法人１施設 ２名

・鹿児島県：１法人１施設 ３名 ・滋 賀 県：１法人２施設 ４名

・香 川 県:1法人１施設 １名

合 計 １５名 合 計 ６名 合 計 １０名

技能実習生
ぞくぞく
配属中



受験資格（資格取得ルート図）

実務経験ルート 養成施設ルート 福祉系高校ルート
経済連携協定（EPA）

ルート

介護福祉士取得を目指す実習生急増！！

実務経験ルート

実務経験３年（１０９５日）以上
かつ

従業日数５４０日以上

実務者研修

（EPA介護福祉士候補者以外）

筆記試験（実技試験免除）

介護福祉士資格取得（登録）

（注意）実務経験ルートで受検を希望する方は、「実務経験３年以上」だけでは受験できません。

実務経験ルートでは、資格取得までの費用として、実務者研修受講料（１００，０００円前後）などが必
要となります。実務者研修は、受講までに取得している資格によって受講科目、受講料が変わります
ので、介護職員初任者研修、旧ホームヘルパー２級、旧ホームヘルパー１級。介護職員基礎講習など
を修了している方は、事前にスクールに確認しましょう。

以上のルートが認められていますが、技能実習生は「実務経験ルート」からの受験となります

技能実習生や特定技能外国人共に、日本で長期の就業を希望する人が急増しています。
ミャンマーでは、来日前から介護福祉士を目指す人も増えています。
アイブリッジ協同組合では、過去の試験において介護福祉士合格者１２名の実績が有り
ますが、そのほとんどが同一施設で長期就業している外国人です。

今回は、取得までの流れと定着につながる対策についてお話しします。

外国人を長期就労に導くポイントは「育成」です。
日頃から仕事面、あるいは生活面でのサポートが充実している職場は、
技能実習終了後も高い確率で継続就業しています。
資格取得支援などが充実した環境に多くの実習生は魅力を感じています。
アイブリッジ協同組合は、北海道から鹿児島まで５００人を超える
技能実習生を配属した経験で皆さまをサポートします。



※詳しくは実務者研修受講先もしくは地域のハローワークにお問合せ下さい。

 〇まとめ
※定着率の高い施設の共通点として…
   ⒈技能実習の段階から採用して法人内で育成している。
２.資格取得を促し、講習受講支援や取得後のインセンティブ導入など

バックアップ体制を作っている。
３.職場内での家族的な関係性作りを大切にして帰属意識を醸成している。
などの点が挙げられます。

※特定技能を中心にした採用は、帰属意識の醸成が進まずコスト高に向かいます。
※最初の職場で学んだ経験や環境がその後の基準となりますので、そこで目標を作
り家庭的な関係性ができれば日本人以上に帰属意識が強まります。
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介護福祉士資格取得に関する助成事業

〇専門実践教育訓練給付
金

給付金額

教育訓練を受講する為に支払った費用
の５０％が支給されます。
資格取得等をしてかつ訓練修了後
１年以内に雇用保険被保険者として
雇用された場合は、受験費用の２０％
が支給されます。
上限金額は年間１６０，０００円

支給条件

雇用保険の被保険者で支給要件期間 
が３年以上。
雇用用保険の被保険者ではなく、資格
喪失日から１年以内、支給要件期間
が３年以上。

〇一般教育訓練給付金

給付金額

一般教育訓練給付金では、教育訓練を
受講する為に支払った費用の２０％支
給
支給の上限金額１００，０００円
支給金額が４，０００円未満の場合は
不可

支給条件

雇用保険の被保険者で、支給要件期間
が３年以上。
雇用保険の被保険者ではなく、資格喪
失日から１年以内、支給要件期間が３
年以上。

検索 教育訓練給付制度｜厚生労働省 (mhlw.go.jp)

（１）厚生労働省による助成事業

〇介護福祉士実務者研修受講費助成金

給付金額 支給条件

平成２年４月以降「介護福祉士実務者
研修」過程を修了後、就労もしくは
一定期間内に就労開始の場合。

「介護福祉士実務者研修」過程修了後
１年以内の場合 。

※自治体によって要件が異なる場合
が有ります。

対象経費の９０％（上限金額あり）

※上限金額も自治体によって異なり
ます。

※詳しくは各自治体にお問合せ下さい。

（２）自治体による助成事業

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/jinzaikaihatsu/kyouiku.html


アイブリッジ協同組合

所在地 ： 〒104-0044

 東京都中央区明石町8-1 聖路加タワー40F

Ｔ Ｅ Ｌ ： 03-6228-4196  ＦＡＸ：03-6228-4896

U R L ： https://www.ibridge.or.jp  mail： info@ibridge.or.jp
２０２４年12月1日発行

今月の実習生紹介
社会医療法人卓翔会「卓翔会記念病院」様

（鹿児島県薩摩川内市）

アイブリッジ協同組合 LINE公式アカウント

技能実習生の入国状況

新しい取り組み

ミャンマーの国内状況

補助金・助成金制度

実習生の有効活用 などなど

YOON  WADDI
（ヨーン ワディ）さん（ミャンマー出身）

SANDAR MOE
（サンダー モー）さん（ミャンマー出身)

 
Q：技能実習に応募した動機

Q:実習で良かったこと

Q:実習で苦労したこと

Q:日本の生活で良かったこと

Q:日本の生活で苦労したこと

Q:将来の夢

Q：技能実習に応募した動機

Q:実習で良かったこと

Q:日本の生活で良かったこと

Q:日本の生活で苦労したこと

Q:将来の夢

Q:実習で苦労したこと

学生の時、日本で介護の仕事をし
ていた知人から話を聞いて、自分
も働いてみたいと思いました。

多くの先輩や先生から基本的な技術を学べるとこ

ろが良いと思います。

最初のころ、利用者さんの名前が覚えられなかった
ことです。名前が解からないとコミュニケーション
取れないので困りました。

男女差別なく、平等に扱ってくれるところです。

段々、物価が上がってきてい

ることです。

『人生は短く時は過ぎ去る』
が好きな言葉ですが、自分も
好きなことをしながら楽しく
過ごしたいと思っています。

現場で実際に医療の仕事を学びた
かったからです。

生活費も安いし、困ったことが有
れば相談できるところです。

日本はルールがたくさん有るので、自由度が低い
と思います。

どこもきれいで、住みやすいところがとても良
いです。

日本の食べ物は、冷凍食品が
多く味が薄味で食べ難いので
困りました。

将来は立派な介護福祉士にな

りたいと思っています。

https://www.ibridge.or.jp/
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